


《ひとこと解説》 
  非違による保税地域の処分は、搬入停止（保税工場にあっては保 
 税作業停止）処分と許可取り消しの2種類です。 
  なお、指定保税地域については、許可取り消しはありません。 



《ひとこと解説》 
  保税地域における処分の対象となる事由は、関税法第48条第1項 
 第1号、第2号に定められています。 
  第1号では、指定保税地域における貨物管理者、保税蔵置場や保 
 税工場の被許可者が保税業務について関税法の規定に違反したと 
 きが処分の対象となります。また、貨物管理者や被許可者は基本的 
 に法人を指しますが、その代理人、支配人その他主要従業者が違反 
 した場合でも処分の対象となります。 
  なお、代理人、支配人とは一般的に総合責任者を、その他従業者 
 はそれ以外の保税業務に従事する者を言います。 
 
  第2号では、保税蔵置場や保税工場の被許可者が、関税法第43条 
 第2号から第10号のいずれかに該当したときに処分の対象となります。 
  この関税法第43条は「許可の要件」で、“欠格条項”と呼ばれている 
 ものです。 



《ひとこと解説》 
   欠格条項は、ここに掲げられた事由です。なお、関税法第43条各 
  号は、「申請者が～」で始まっていますが、処分のときは、「被許可 
  者が～」と読み替えます。 
 
   第2号～第4号は、被許可者（法人であれば代表者）が法令違反し、 
  刑に処せられた場合です。なお、関税法違反にある「通告」とは罰金 
  のことです。また、第6号で、その法人の役員、代理人・支配人（一般 
  的に総合責任者）、その他主要従業者（ＣＰにおける各責任者）が刑 
  に処せられた場合も同様に欠格条項に該当します。 
   第5号、第7号は、暴力団に関わっている場合です。 
   第8号は、貨物の亡失等における関税負担や許可手数料納付等 
  の経済的負担に耐えうる資力を有していない、また、保税業務を遂 
  行する上で十分な知識、能力等を有していない場合です。 
   第9号は、保税地域内における貨物の亡失等を防止し、適切な貨 
  物管理ができる措置を講じていなかったり、貨物保全体制が確保で 
  きていないといった場合です。 
   第10号は、外国貨物の搬出入実績がない場合です。 



《ひとこと解説》 
  保税地域に対する処分までの流れをフローにしたものです。 
  まず、非違の事実（保税業務での違反なのか、欠格条項に該当する 
 のか）に基づき、処分内容を決定します。 
  点数による処分となった場合は、関税法基本通達48-1の規定により、 
  ①別表1又は別表3の基礎点数 
  ②別表2の加算点数 
  ③故意に行われた非違と認められた場合の加算 
  ④自発的申し出や再発防止策を講じたことによる減算 
 を計算した合計点数で、「処分なし」から「許可取り消し」までの処分が 
 決定されます。 
  欠格条項に該当する場合は、原則許可取り消しとなりますが、関税 
 法第43条第2号と第6号（第2号にかかるもの）に該当する場合は、点 
 数による処分となります。 
 
  それぞれの点数については、次ページ以降をご参照ください。   



《ひとこと解説》 
   基礎点数は、非違の態様により3点と2点に分かれています。 
 ①3点となるのは、禁止されている行為と許可、承認を受けないで当 
  該行為を行った場合です。 
   禁止されている主な行為としては、 
   ・保税地域内での積卸、運搬、蔵置、内容点検、改装、仕分け、加 
    工製造等以外の行為や、搬入停止期間中の外国貨物搬入など。 
   許可、承認を要する行為としては、 
   ・他所蔵置、見本一時持ち出し、見本展示、保税工場外作業の許 
    可、蔵入（移入）、保税運送承認など。 
 ②2点となるのは、税関への届出、報告、自主記帳を要する行為を 
  怠った場合です。 
   主な行為としては、 
   ・廃棄、工事、増減坪、亡失、休廃業、保税作業終了等の届出。 
   ・記帳漏れ、誤記帳など。 
   
   非違件数の単位は、輸入であればＢ/Ｌ等、輸出であればＳ/Ｏや 
  Ｓ/Ｉ等で、10件を超えるごとに当該点数が加算されます。 
   複数の非違が行われた場合は、違反した規定毎の非違件数に応 
  じた点数となりますが、一の非違が複数の規定に該当する場合は、 
  最も基礎点数の高い非違のみがあったものとして算出します。 



《ひとこと解説》 
  加算点数が適用されるのは、 
   ○非違に関与した者による加算  
   ○過去の搬入停止処分歴による加算 
   ○過去に搬入停止処分に至らなかった非違歴による加算 
   ○非違が故意に行われた場合の加算 
  があります。 
   関与者による加算（加算点数表①）は、当該非違に被許可者（法 
  人の場合、代表者を含む役員）が関与していれば30点、代理人・支 
  配人（総合責任者）、その他主要な従業者（貨物管理責任者等）が 
  関与していれば10点が加算されます。 
   過去の搬入停止処分歴による加算（加算点数表②）は、その処分 
  の通知日以降、今回の非違が行われた時までの期間により加算点 
  数を算出します。 
    



《ひとこと解説》 
   過去に搬入停止処分に至らなかった非違歴による加算（加算点数 
  表③）は、処分を行わなかった非違が最後に行われた日から、今回 
  の非違が行われた時までの期間により加算点数を算出します。 
   非違が故意に行われたと認められる場合（基本通達48-1(1)ハ(ﾊ)） 
  は、10点が加算されますが、当該非違が関税等のほ脱もしくは無許 
  可輸出入を目的として行われた場合や、当該非違の事実を隠ぺい 
  するために行われた場合は20点の加算となります。 



《ひとこと解説》 
  基礎点数と加算点数を算出した後、減算することができるのは、 
   ○自発的に非違があった旨の申し出があった場合。 
   ○社内管理体制を改善する等、直ちに再発防止策を講じた場合。 
  です。 
   自発的に非違があった旨を税関に申し出た場合、 
   基礎点数と加算点数の合計から1/2に相当する点数を減算します。 
  ただし、税関が具体的な非違の指摘をした後の申し出や、過去に同 
  様の非違が行われた場合等、減算することが適当でないと認められ 
  る場合は減算されません。 
   社内管理体制の改善等、直ちに再発防止策を講じた場合、 
   基礎点数と加算点数の合計から1/2に相当する点数を減算した後 
  の合計点数から10点を限度に減算します。 
  ただし、過去に同様の非違が行われた場合等、減算することが適当 
  でないと認められる場合は減算されません。 
 
   ここまでの基礎点数＋加算点数－減算点数の合計点数で、処分 
  を決定します。 



《ひとこと解説》 
   欠格条項に該当する非違のうち、関税法第43条第2号（被許可者 
  が関税法違反し通告以上の処分を受けた）、第6号（役員並びに主 
  要な従業者が関税法違反し通告以上の処分を受けた）の場合、 
  関税法に規定される罰条に応じた基礎点数が決定されます。 
   保税業務における非違と同様、基礎点数に加算点数、減算点数 
  が適用され、算出した合計点数により、処分が決定されます。 



《ひとこと解説》 
   基礎点数＋加算点数－減算点数の合計点数により、処分内容が 
  決定されます。 
   合計点数が10点以下の場合は、原則「処分なし」です。 
   合計点数が11点以上99点以下の場合は、10点を超える点数1点 
  につき1日として算出した日数に相当する期間「搬入停止（保税工場 
  にあっては保税作業停止）」となります。対象となる貨物は、外国貨 
  物と輸出しようとする貨物です。なお、合計点数が60点以上となる 
  場合で、貨物管理体制の改善等が見込まれないと判断したときは、 
  許可取り消しとなることがあります。 
  （例）合計点数が15点の場合・・・ 
      10点を超える点数が5点なので、5日間の搬入停止 
   合計点数が100点以上となるときは、原則許可取り消しとなります。 


